
１．事故情報

　(1) 事故情報（下記(2)を除く）

事故発生日 製品名等 発生都道府県

1 令和8年6月13日 遊戯施設（トランポリン） 福岡県

2 令和7年11月23日 介護サービス 埼玉県

3 令和7年12月6日 介護サービス 埼玉県

4 令和7年11月9日 介護サービス 埼玉県

5 令和7年12月11日 介護サービス 埼玉県

6 令和7年12月22日 介護サービス 埼玉県

7 令和8年6月8日 保育サービス 鹿児島県

8 令和8年5月13日 保育サービス 東京都

事故内容

令 和 ８ 年 ６ 月 25 日

　　　　　　　　News Release

　消費者安全法第12条第２項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、事故情報データバンクに登録することとしましたの
で、お知らせします。

消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について

保育施設において、職員が幼児1名がいないことに気付き探したところ、送
迎車両内に当該幼児が置き去りにされているのを発見・保護。事故当時、
職員らによる置き去りがいないかの確認手順が守られていなかった。

介護施設において、ベッドから車椅子への移乗介助の際、利用者の身体が
接触したため車椅子が動き、バランスを崩した当該利用者が転倒し、右足
第1指亀裂骨折。当時、職員は、車椅子のブレーキがロックされているか確
認をしていなかった。

介護施設において、利用者が施設の建物から出て、その後、発見・保護。当
時、常時施錠となっているはずの職員通用口が開錠状態となっており、そこ
から建物の外へ出てしまった。

保育施設の園外保育において、散歩中に職員が幼児を見失い、道路上で
発見・保護。事故当時、職員間の連携が不十分で、職員らは当該幼児が集
団から離れたことに気付かなかった。

介護施設において、職員が誘導してトイレに向かっていた利用者が転倒し、
左手小指骨折。当該職員は、先にトイレの扉を開けようと、誘導の途中で当
該利用者から離れてしまった。

介護施設において、風船を使ったレクリエーションに参加した利用者が転倒
し、左大たい部骨折。当該利用者には、バランス機能の低下が見られてい
たが、職員は、立ったままの状態で参加させていた。

遊戯施設のトランポリンで遊んでいたところ、着地した際に右足を負傷し、救
急搬送。右足骨折。

介護施設において、利用者が施設外に出て自宅に戻り、当該利用者の家
族からの連絡で離設が発覚。当該施設では、当該利用者の不在に気付い
ておらず、利用者の所在確認、出入口の管理及び職員配置等、安全管理
が十分でなかった。



9 令和8年4月10日 保育サービス 富山県

10 令和8年5月12日 布団乾燥機 兵庫県

11 令和8年6月3日 リチウム電池内蔵充電器 大阪府

12 令和8年6月18日 運輸サービス（タクシー） 東京都

13 令和8年5月28日 保育サービス 東京都

　(2) 事故情報（食中毒情報）

事故発生日 病因物質 発生都道府県

1 令和8年6月11日 ウエルシュ菌 新潟県

2 令和8年6月3日 腸管出血性大腸菌O157 愛知県

3 令和8年6月11日 ウエルシュ菌 広島県

4 令和8年6月 ノロウイルス 鹿児島県

5 令和8年5月30日 ノロウイルス 神奈川県

6 令和8年6月14日 アニサキス 宮城県

7 令和8年6月7日 カンピロバクター 福岡県

8 令和8年6月8日 カンピロバクター 宮崎県

9 令和8年6月10日 ウエルシュ菌 長野県

10 令和8年6月11日 ウエルシュ菌 千葉県

２．リコール・自主回収情報

　(1) リコール・自主回収情報（食品関係）

1

届出内容製品名等

焼菓子
異物（繊維片）混入。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月12日）

保育施設において、幼児がトイレに置き去りにされ、当該幼児の泣き声によ
り職員が発見・保護。当該職員は、扉を誤って施錠し、その場を離れてし
まっていた。

飲食店（6月11日の食事）

飲食店（6月5日の食事）

販売店（5月31日及び6月1日の食品）

飲食店（6月6日の食事）

給食施設（5月29日及び30日の食事）

宿泊施設（6月10日の食事）

原因施設・原因食品

給食施設（6月11日の食事）

飲食店（6月13日の食事）

飲食店（6月5日の食事）

給食施設（6月10日の食事）

保育施設において、他児がぶつかり外れた窓（重さ約9kg）が、幼児の足に
落下し、左足第1指～3指を骨折。当該施設では、当該窓が力をかけると外
れることを認識しておらず、安全対策が不足していた。

当該布団乾燥機を使用していたところ、発煙。

当該リチウム電池内蔵充電器から発煙及び発火。

当該タクシーが運行中、運転者の不注意のため、中央分離帯に衝突して転
覆し、乗客1名が軽傷。



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

アレルギー（乳）表示が欠落。
（自主回収に着手した年月日：令和7年12月9日　販売地域：福井県　クラス分類：CLASSⅠ）

惣菜（サラダ）

消費期限を誤表示。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月13日　販売地域：愛知県　クラス分類：CLASSⅠ）

適用作物の範囲外の農薬を使用。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月16日　販売地域：福島県）

洋菓子

賞味期限を誤表示。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月16日　販売地域：京都府）

アレルギー（乳）表示が欠落。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月12日　販売地域：千葉県　クラス分類：CLASSⅠ）

生鮮ズッキーニ

惣菜（揚げもの）

アレルギー（そば）表示が欠落。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月15日　販売地域：福岡県　クラス分類：CLASSⅠ）

和菓子

おにぎり
アレルギー（小麦）表示が欠落。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月17日　販売地域：宮城県　クラス分類：CLASSⅠ）

ラーメン

巻き寿司

菓子パン
アレルギー（落花生）表示が欠落。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月9日　販売地域：京都府　クラス分類：CLASSⅠ）

消費期限を誤表示。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月13日　販売地域：愛知県　クラス分類：CLASSⅠ）

そば

消費期限を誤表示。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月13日　販売地域：愛知県　クラス分類：CLASSⅠ）

ししゃも　他（計9件）

干物　他（計7件）

干物　他（計16件）

消費期限を誤表示。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月12日　販売地域：京都府　クラス分類：CLASSⅠ）

ししゃも　他（計12件）

惣菜（天ぷら）
アレルギー（卵、いか、豚肉、ゼラチン）表示が欠落。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月11日　販売地域：群馬県　クラス分類：CLASSⅠ）

惣菜（計2件）
アレルギー（えび）表示が欠落。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月15日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ）

菓子パン

冷蔵品を常温で販売。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月16日　販売地域：兵庫県）

肉加工品

冷蔵品を常温で販売。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月15日　販売地域：広島県　クラス分類：CLASSⅠ）

消費期限を誤表示。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月13日　販売地域：愛知県　クラス分類：CLASSⅠ）

くん製

賞味期限を誤表示。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月12日　販売地域：東京都）

消費期限を誤表示。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月16日　クラス分類：CLASSⅠ）

アレルギー（ごま、鶏肉）表示が欠落。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月15日　販売地域：長野県　クラス分類：CLASSⅠ）

辛子明太子
アレルギー（小麦、大豆、ゼラチン）表示が欠落。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月14日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ）

消費期限を誤表示。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月13日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ）

アレルギー（豚肉）表示が欠落。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月14日　販売地域：新潟県　クラス分類：CLASSⅠ）

弁当

消費期限及び保存温度を誤表示。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月13日　クラス分類：CLASSⅠ）

ししゃも

アレルギー（卵、乳、鶏肉、豚肉、もも）表示が欠落。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月15日　販売地域：愛知県　クラス分類：CLASSⅠ）

焼きそば　他（計2件）

甘酒　他（計167件）
保存温度帯を逸脱し販売。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月13日　販売地域：千葉県）

弁当（計4件）
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スープ（計2件）
冷蔵品を常温で販売。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月17日　販売地域：京都府　クラス分類：CLASSⅠ）

ジュース
カビ発生のおそれ。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月9日）

干物　他（計19件）
消費期限を誤表示。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月13日　販売地域：愛知県　クラス分類：CLASSⅠ）

惣菜（焼魚）
消費期限を誤表示。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月16日　販売地域：千葉県　クラス分類：CLASSⅠ）

カステラ
包装不良によるカビ発生のおそれ。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月12日）

味付鶏肉（計4件）
賞味期限を誤表示。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月17日）

惣菜（揚げもの）
アレルギー（小麦、卵、乳、牛肉、大豆、豚肉、りんご）表示が欠落。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月16日　販売地域：千葉県　クラス分類：CLASSⅠ）

さけ（切り身）

干し芋（計2件）
カビによる汚染。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月2日　販売地域：岐阜県）

佃煮　他（計52件）
消費期限表示が欠落。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月12日　販売地域：福岡県　クラス分類：CLASSⅠ）

保存温度を誤表示。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月8日）

まぐろ
消費期限を誤表示。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月18日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ）

消費期限を誤表示。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月11日　販売地域：愛知県　クラス分類：CLASSⅠ）

さけ（切り身）

味噌（計2件）
無許可による製造・販売。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月15日）

そば
カビ発生のおそれ。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月17日　クラス分類：CLASSⅠ）

即席めん
異物（合成樹脂片）混入。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月17日　クラス分類：CLASSⅠ）

冷凍食品（野菜）（計3件）
保存温度帯を逸脱して販売。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月10日　販売地域：神奈川県）

冷凍食品（野菜）（計2件）
保存温度帯を逸脱して販売。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月10日　販売地域：神奈川県）

冷凍食品（野菜）
保存温度帯を逸脱して販売。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月10日　販売地域：神奈川県）

冷凍食品（惣菜）
保存温度帯を逸脱して販売。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月10日　販売地域：神奈川県）

焼菓子（計3件）
異物（小動物のフン）混入。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月17日）

ラーメン　他（計41件）
冷蔵品を常温で販売。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月19日　販売地域：千葉県）

冷凍食品（野菜）
保存温度帯を逸脱して販売。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月10日　販売地域：神奈川県）

惣菜（天ぷら）
アレルギー（卵、乳）表示が欠落。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月18日　販売地域：兵庫県　クラス分類：CLASSⅠ）

おにぎり
アレルギー（えび、小麦）表示が欠落。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月18日　クラス分類：CLASSⅠ）

惣菜（揚げもの）（計3件）
消費期限を誤表示。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月18日　販売地域：愛知県　クラス分類：CLASSⅠ）
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（注）消費者庁への消費者事故等の通知時において、厚生労働省ウェブサイト「食品リコール公開回収事案検索」の「健康への危険性の程度」欄が

　　　　「CLASSⅠ」とされている場合はその旨を記載しています。なお、「CLASSⅠ」の程度はそれぞれ次のとおりです。

①食品衛生法：喫食により重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る可能性が高い

②食品表示法：喫食により直ちに消費者の生命又は身体に対する危害の発生の可能性が高い

　(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）

1

2

3

4

製品名等 届出内容

普通乗用自動車（トヨタ　　シエンタ）

普通乗用自動車（トヨタ　　bZ4X　他）

原動機付自転車（ホンダ　Dunk）

普通乗用自動車（ホンダ　インサイト）

普通乗用自動車（乗車装置）のリコール。（5832）
二列目座席シートベルト非装着時瞥報装置において、バックル電気配線の配索検討が不十分な
ため、シートベルト脱着時に当該配線に繰返し負荷がかかり断線することがある。そのため、シー
トベルト装着状態が正しく警報されないおそれがある。

普通乗用自動車（電動機用電源装置）のリコール。（5833）
バッテリEV（電気自動車）システムにおいて、 駆動用バッテリコンピュ ータ の制御プログラムの
検討が不十分なため、 特定の条件下でバッテリ制御状態を正しく認識できなくなり、 異常と誤判
定することがある。 そのため、 警告灯が点灯するとともに、 当該システムが停止し、 走行不能と
なるおそれがある。

原動機付自転車（制動装置）のリコール。（5837）
前輪ブレーキにおいて、製造時の部品管理及び工場内修理作業が不適切なため、マスタシリン
ダ内に空気が混入した状態で前輪ブレーキケーブルが過剰に調整されたものがある。そのため、
使用過程で意図せずブレーキ液圧がかかり続けて前輪ブレーキが引きずり、最悪の場合、前輪
がロックして転倒するおそれがある。

普通乗用自動車（燃料装置）のリコール。（5838）
低圧燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低
くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して
燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。

洋菓子
賞味期限を誤表示。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月16日　販売地域：千葉県）

惣菜（焼きそば）
アレルギー（卵、鶏肉、豚肉）表示が欠落及び消費期限を誤表示。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月18日　販売地域：千葉県　クラス分類：CLASSⅠ）

ふぐ（計2件）
製造工程に一部不備の可能性。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月19日）

まかじき（切り身）
消費期限を誤表示。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月18日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASSⅠ）

魚介類加工品（さけ）
賞味期限表示が欠落。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月18日　販売地域：青森県）

惣菜（サラダ）
アレルギー（かに、小麦、乳、豚肉）表示が欠落。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月19日　販売地域：愛知県　クラス分類：CLASSⅠ）

豚肉
消費期限を誤表示。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月16日　販売地域：鹿児島県　クラス分類：CLASSⅠ）

豚肉
賞味期限を誤表示。
（自主回収に着手した年月日：令和8年6月19日　販売地域：愛媛県）
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３．留意事項

　　これらは、消費者安全法の規定に基づく通知内容の概要であり、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

　

　  ＜本件に関する問合せ先＞
　　   消費者庁消費者安全課
  　　  　TEL : 03-3507-8800（代表）
　　　　  URL : https://www.caa.go.jp/

自動二輪車（トライアンフ　スピードトリプル RX）
自動二輪車（その他）のリコール。（外-4204）
騒音ラベルにおいて、製造時の確認が不十分なため、スロットル全開加速の開始時の平均車速
が誤った値となっている。そのため、協定規則第41号の技術的な要件に適合しない。

　「２．リコール・自主回収情報（(2)リコール・自主回収情報（食品関係以外））」の届出内容欄のリコール情報等における（　）内の数字は、リコール届出番号、改
善対策届出番号です。

消費者安全調査委員会（消費者庁）に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

　上記情報は、登録後、事故情報データバンク(URL：https://www.jikojoho.caa.go.jp)で「消費者事故等（2026年6月25日公表分）」をフリーワードに入力すると検索
可能になります。

自動二輪車（ドゥカティ　パニガーレV4　他）

自動二輪車（制動装置）のリコール。（外-4187）
制動装置において、リアブレーキホースリテイナー及び遮熱チューブの設計検討が不十分なた
め、遮熱性能が不足している。そのため、走行中にブレーキホース至近の排気管から発せられる
放射熱により、ブレーキホース表面被覆に損傷が発生し、そのまま使用を続けるとブレーキフ
ルードが漏れて、最悪の場合、リアブレーキが作動しなくなるおそれがある。

自動二輪車（ドゥカティ　パニガーレV4　他）

自動二輪車（制動装置）のリコール。（外-4199）
制動装置において、リアブレーキペダルとプッシュロッドを接続するピボットピンの設計検討が不
十分なため、当該ピンが錆びることがある。そのため、そのまま使用を続けると、リアブレーキペ
ダルの動きが渋くなり、最悪の場合、ブレーキが引きずるおそれがある。

普通乗用自動車（フォルクスワーゲン　ゴルフトゥーラン
1.5/110kW　他）

普通乗用自動車（MINI　MINI Cooper C）

普通乗用自動車（電気装置）のリコール。（外-4201）
デジタルメータークラスターのコントロールユニットにおいて、制御プログラムの設計検討が不十
分なため、始動時にメーターが正しく起動せず画面が表示されないことがある。そのため、速度計
や警告灯などの表示が確認できなくなるおそれがある。

普通乗用自動車（電気モーター）のリコール。（改714）
右側のEMFアクチュエーターの電気モーターにおいて、製造機器の保守管理が不適切なため、
モーターコイルが正しく巻かれていないものがある。そのため、繰り返し作動することで電気モー
ターが損傷すると、チェックコントロールメッセージが表示されるとともに、電気機械式パーキング
ブレーキの作動あるいは解除ができなくなるおそれがある。
※EMFアクチュエーター：車両後方の電気機械式パーキングブレーキに作動される電気モー
ター。


